
こたえは裏面へ➡Qクイズ

けんぽde

次のうち生活習慣病予防健診を受け
る

ことができるのはどちらの方でしょう
？問題

A 小林くん（入社5年目、28歳）

B 難波さん（入社2年目、37歳）

健康保険に関するタイムリーな話題をお届け！ 職場内で回覧してください

岡山
協会けんぽ

Japan
Health Insurance
Association
OKAYAMA

1月号

令和7年

令和6年12月2日からの健康保険証を利用登録したマイナンバーカードで医療機関等
を受診していただくことを基本とする仕組みへの移行に伴い、令和6年9月に「資格情
報のお知らせ及び加入者情報（マイナンバーの下4桁）」を送付しました。
従業員様への配付にご協力いただき、ありがとうございました。
その際にお知らせしておりました直近に加入された方の「資格情報のお知らせ及び加
入者情報（マイナンバーの下4桁）」を令和7年1月から順次送付いたしますので、お手
数をおかけしますが、従業員様への配付にご理解・ご協力をよろしくお願いします。

健診を受診される場合には、健康保険に加入していることの確認が必要です。
受付の際には、以下のいずれかをご持参・ご提示ください。

日本年金機構にご提出いただく「被保険者資格取得届」および「被扶養
者（異動）届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられました。
マイナンバーカードを取得していない等により、資格確認書が必要な
方は、「資格確認書発行要否」欄に必ずチェックをお入れください。

健診受診時の健康保険資格確認方法のご案内

新規採用者の資格確認書の発行について

令和6年6月10日から令和6年11月29日までに
日本年金機構において新規に資格取得（扶養認定）の決定をされた加入者のうち、
令和6年12月6日時点で健康保険に加入されている方

対象者

⬅追加されました！

マイナ保険証 健康保険証 マイナポータルにおける
保険資格画面

マイナ保険証
+

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせと加入者情報
の配付をお願いします。 （マイナンバーの下４桁）

スマートフォン等にて掲示
従来の健康保険証は

令和7年12月1日まで利用できます

資格情報のお知らせ
●● 12345678　●●　12345678　●　00

●● ●●●●
●●●● ●●●●　●●●●
●●●●●● ●●●●　●●●●
●●●● ●●●●●●●
●●●● ●●●●●●　●●●●●

資格確認書

氏名 ○○○　○○○
生年月日 〇〇〇〇年○○月○○日
性別 ○
資格取得年月日 令和〇〇年○○月○○日
有効期限 令和〇〇年○○月○○日

資　格
確認書
見　本



〒700-8506 岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル1号館8階

【クイズ けんぽ de Q】 こたえ：B 難波さん（入社2年目、37歳）
生活習慣病予防健診は35歳～74歳の方が受けられる健診で、勤続年数による制限はありません。生活習慣病の発症や重症化の予防を
目的とした血液検査や尿検査、がん検診などの検査項目があり、その費用の一部を協会けんぽが補助しています。

［受付時間］8：30～17：15（土・日・祝・年末年始を除く）
協会けんぽ　岡山

スマホやパソコンで
気軽に楽しんでいただける
健康情報を月2回配信中！
健康に関するコラムや
お役立ち情報をお届け！

メルマガLINE086-803-5780
（
代
表
）

タイムリーな
情報をお届け！

岡山支部の
令和5年度総合順位は

18位！
／47支部

（令和4年度：17位）

インセンティブ制度　岡山支部の順位は？

書かない確定申告をしませんか？
国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」では、スマートフォンやパソコンから、
金額を入力するだけで、自動計算で医療費控除等の申請が行えます。
また、マイナポータルと連携することで、控除証明書等のデータを自動入力することができます。※
※ご利用には事前準備が必要です

国税庁 確定申告等作成
コーナーはこちらから

マイナポータル連携について
詳しくはこちら

協会けんぽでは皆様の健康づくりを全力でサポートさせていただきます。
引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

税務署からのお知らせ

あなたの行動で保険料率が変わる！

確定申告の際には、
「確定申告等作成コーナー」、
「マイナポータル連携」を
ぜひご活用ください

インセンティブ制度って？

令和4年度：5位
実施率 35.6％
5 位

／47支部

令和4年度：8位
受診率 38.3％
1 位

／47支部

令和4年度：45位
減少率 32.4％
44位

／47支部

令和4年度：39位
使用割合 81.8％
44位

／47支部

加入者および事業主の皆様の取り組みを
都道府県支部ごとの保険料率に反映させる制度です。
(令和5年度の取り組みは令和7年度の保険料率に反映されます)

評価指標
つの

順位を決める

5

特定健診等の
実施率

健康診断を受けているか

令和4年度：1位
実施率65.0％
10位

／47支部

特定保健指導の
実施率

健康サポートを利用しているか

ジェネリック医薬品の
使用割合

医療機関への
受診勧奨を受けた要治療者の

医療機関受診率
特定保健指導
対象者の減少率
メタボ対象者が減っているか 健診結果が「要治療」の方が医療機関を受診したか ジェネリック医薬品を選んでいるか
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43 5


